






 

 

議案第54号資料 

朝来市税条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 

 （市民税の納税義務者等） 

第23条 市民税は、第１号の者に対して

は均等割額及び所得割額の合算額に

よって、第３号の者に対しては均等割

額及び法人税割額の合算額によって、

第２号及び第４号の者に対しては均

等割額によって、第５号の者に対して

は法人税割額によって課する。 

 (1)～(5)（略） 

２（略） 

３ 法人でない社団又は財団で代表者

又は管理人の定めがあり、かつ、令第

47条に規定する収益事業を行うもの

（当該社団又は財団で収益事業を廃

止したものを含む。第31条第２項の表

の第１号において「人格のない社団

等」という。）又は法人課税信託の引

受けを行うものは、法人とみなして、

この節             

    の規定中法人の市民税に関

する規定を適用する。 

 （個人の市民税の非課税の範囲） 

第24条 次の各号のいずれかに該当す

る者に対しては、市民税（第２号に該

当する者にあっては、第53条の２の規

定により課する所得割（以下「分離課

税に係る所得割」という。）を除く。）

を課さない。ただし、法の施行地に住

所を有しない者については、この限り

でない。 

(1)（略） 

(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡

夫（これらの者の前年の合計所得金

額が125万円を超える場合を除く。） 

２ 法の施行地に住所を有する者で均

等割のみを課すべきもののうち、前

年の合計所得金額が28万円にその者

の控除対象配偶者及び扶養親族の数

に１を加えた数を乗じて得た金額 

          （その者が控

 （市民税の納税義務者等） 

第23条 市民税は、第１号の者に対して

は均等割額及び所得割額の合算額に

より 、第３号の者に対しては均等割

額及び法人税割額の合算額により 、

第２号及び第４号の者に対しては均

等割額により 、第５号の者に対して

は法人税割額により 課する。 

 (1)～(5)（略） 

２（略） 

３ 法人でない社団又は財団で代表者

又は管理人の定めがあり、かつ、令第

47条に規定する収益事業を行うもの

（当該社団又は財団で収益事業を廃

止したものを含む。第31条第２項の表

の第１号において「人格のない社団

等」という。）又は法人課税信託の引

受けを行うものは、法人とみなして、

この節（第48条第10項から第12項まで

を除く。）の規定中法人の市民税に関

する規定を適用する。 

 （個人の市民税の非課税の範囲） 

第24条 次の各号のいずれかに該当す

る者に対しては、市民税（第２号に該

当する者にあっては、第53条の２の規

定により課する所得割（以下「分離課

税に係る所得割」という。）を除く。）

を課さない。ただし、法の施行地に住

所を有しない者については、この限り

でない。 

(1)（略） 

(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡

夫（これらの者の前年の合計所得金

額が135万円を超える場合を除く。） 

２ 法の施行地に住所を有する者で均

等割のみを課すべきもののうち、前

年の合計所得金額が28万円にその者

の控除対象配偶者及び扶養親族の数

に１を加えた数を乗じて得た金額に 

10万円を加算した金額（その者が控



 

 

除対象配偶者又は扶養親族を有する

場合には、当該金額に16万8,000円を

加算した金額）以下である者に対し

ては、均等割を課さない。 

 （所得控除） 

第34条の２ 所得割の納税義務者が法

第314条の２第１項各号のいずれかに

掲げる者に該当する場合には、同条第

１項及び第３項から第12項までの規

定により雑損控除額、医療費控除額、

社会保険料控除額、小規模企業共済等

掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡

夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者

控除額、配偶者特別控除額又は扶養控

除額を、             

       所得割の納税義務者

については、同条第２項、第７項及び

第12項の規定により基礎控除額をそ

れぞれその者の前年の所得について

算定した総所得金額、退職所得金額又

は山林所得金額から控除する。 

 （調整控除） 

第34条の６ 所得割の納税義務者  

                

  については、その者の第34条の３

の規定による所得割の額から、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める金額を控除する。 

(1) 当該納税義務者の第34条の３第

２項に規定する課税総所得金額、課

税退職所得金額及び課税山林所得

金額の合計額（以下この条において

「合計課税所得金額」という。）が

200万円以下である場合 次に掲げ

る金額のうちいずれか少ない金額

の100分の３に相当する金額 

ア ５万円に、当該納税義務者が法

第314条の６第１号イの表の上欄

に掲げる者に該当する場合にお

いては、当該納税義務者に係る同

表の下欄に掲げる金額を合算し

た金額を加算した金額 

イ（略） 

除対象配偶者又は扶養親族を有する

場合には、当該金額に16万8,000円を

加算した金額）以下である者に対し

ては、均等割を課さない。 

 （所得控除） 

第34条の２ 所得割の納税義務者が法

第314条の２第１項各号のいずれかに

掲げる者に該当する場合には、同条第

１項及び第３項から第12項までの規

定により雑損控除額、医療費控除額、

社会保険料控除額、小規模企業共済等

掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡

夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者

控除額、配偶者特別控除額又は扶養控

除額を、前年の合計所得金額が2,500

万円以下である所得割の納税義務者

については、同条第２項、第７項及び

第12項の規定により基礎控除額をそ

れぞれその者の前年の所得について

算定した総所得金額、退職所得金額又

は山林所得金額から控除する。 

 （調整控除） 

第34条の６ 前年の合計所得金額が 

2,500万円以下である所得割の納税義

務者については、その者の第34条の３

の規定による所得割の額から、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める金額を控除する。 

(1) 当該納税義務者の第34条の３第

２項に規定する課税総所得金額、課

税退職所得金額及び課税山林所得

金額の合計額（以下この条において

「合計課税所得金額」という。）が

200万円以下である場合 次に掲げ

る金額のうちいずれか少ない金額

の100分の３に相当する金額 

ア ５万円に、当該納税義務者が法

第314条の６第１号イの表の上欄

に掲げる者に該当する場合には

   、当該納税義務者に係る同

表の下欄に掲げる金額を合算し

た金額を加算した金額 

イ（略） 



 

 

(2) 当該納税義務者の合計課税所得

金額が200万円を超える場合 アに

掲げる金額からイに掲げる金額を

控除した金額（当該金額が５万円を

下回る場合には、５万円とする。）

の100分の３に相当する金額 

ア ５万円に、当該納税義務者が法

第314条の６第１号イの表の上欄

に掲げる者に該当する場合にお

いては、当該納税義務者に係る同

表の下欄に掲げる金額を合算し

た金額を加算した金額 

イ（略） 

 （市民税の申告） 

第36条の２ 第23条第１項第１号の者

   は、３月15日までに、施行規則

第５号の４様式（別表）による申告書

を市長に提出しなければならない。た

だし、法第317条の６第１項又は第４

項の規定によって給与支払報告書又

は公的年金等支払報告書を提出する

義務がある者から１月１日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所

得以外の所得又は公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかったもの

（公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかった者で社会保険料控除

額（令第48条の９の７に規定するもの

を除く。）、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控

除額、勤労学生控除額、配偶者特別控

除額              

                

        若しくは法第314条

の２第５項に規定する扶養控除額の

控除又はこれらと併せて雑損控除額

若しくは医療費控除額の控除、法第3

13条第８項に規定する純損失の金額

の控除、同条第９項に規定する純損失

若しくは雑損失の金額の控除若しく

は第34条の７第１項（同項第２号に掲

げる寄附金（特定非営利活動促進法第

(2) 当該納税義務者の合計課税所得

金額が200万円を超える場合 アに

掲げる金額からイに掲げる金額を

控除した金額（当該金額が５万円を

下回る場合には、５万円とする。）

の100分の３に相当する金額 

ア ５万円に、当該納税義務者が法

第314条の６第１号イの表の上欄

に掲げる者に該当する場合には

   、当該納税義務者に係る同

表の下欄に掲げる金額を合算し

た金額を加算した金額 

イ（略） 

 （市民税の申告） 

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲

げる者は、３月15日までに、施行規則

第５号の４様式（別表）による申告書

を市長に提出しなければならない。た

だし、法第317条の６第１項又は第４

項の規定により 給与支払報告書又

は公的年金等支払報告書を提出する

義務がある者から１月１日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所

得以外の所得又は公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかったもの

（公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかった者で社会保険料控除

額（令第48条の９の７に規定するもの

を除く。）、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控

除額、勤労学生控除額、配偶者特別控

除額（所得税法第２条第１項第33号の

４に規定する源泉控除対象配偶者に

係るものを除く。）若しくは法第314条

の２第５項に規定する扶養控除額の

控除又はこれらと併せて雑損控除額

若しくは医療費控除額の控除、法第3

13条第８項に規定する純損失の金額

の控除、同条第９項に規定する純損失

若しくは雑損失の金額の控除若しく

は第34条の７第１項（同項第２号に掲

げる寄附金（特定非営利活動促進法第



 

 

２条第３項に規定する認定特定非営

利活動法人及び同条第４項に規定す

る特例認定特定非営利活動法人に対

するものを除く。第６項において同

じ。）に係る部分を除く。）及び第２項

の規定によって控除すべき金額（以下

この条において「寄附金税額控除額」

という。）の控除を受けようとするも

のを除く。以下この条において「給与

所得等以外の所得を有しなかった者」

という。）及び第24条第２項に規定す

る者（施行規則第２条の２第１項の表

の上欄の（二）に掲げる者を除く。）

については、この限りでない。 

２～９（略） 

（法人の市民税の申告納付） 

第48条 市民税を申告納付する義務が

ある法人は、法第321条の８第１項、

第２項、第４項、第19項、第22項及び

第23項の規定による申告書    

                

   を、同条第１項、第２項、第４

項、第19項及び第23項の申告納付に

あってはそれぞれこれらの規定によ

る納期限までに、同条第22項の申告納

付にあっては遅滞なく市長に提出し、

及びその申告に係る税金又は同条第

１項後段及び第３項の規定により提

出があったものとみなされる申告書

に係る税金を施行規則第22号の４様

式による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

２～９（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２条第３項に規定する認定特定非営

利活動法人及び同条第４項に規定す

る特例認定特定非営利活動法人に対

するものを除く。第６項において同

じ。）に係る部分を除く。）及び第２項

の規定により 控除すべき金額（以下

この条において「寄附金税額控除額」

という。）の控除を受けようとするも

のを除く。以下この条において「給与

所得等以外の所得を有しなかった者」

という。）及び第24条第２項に規定す

る者（施行規則第２条の２第１項の表

の上欄の（二）に掲げる者を除く。）

については、この限りでない。 

２～９（略） 

（法人の市民税の申告納付） 

第48条 市民税を申告納付する義務が

ある法人は、法第321条の８第１項、

第２項、第４項、第19項、第22項及び

第23項の規定による申告書（第10項及

び第11項において「納税申告書」とい

う。）を、同条第１項、第２項、第４

項、第19項及び第23項の申告納付に

あってはそれぞれこれらの規定によ

る納期限までに、同条第22項の申告納

付にあっては遅滞なく市長に提出し、

及びその申告に係る税金又は同条第

１項後段及び第３項の規定により提

出があったものとみなされる申告書

に係る税金を施行規則第22号の４様

式による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

２～９（略） 

10 法第321条の８第42項に規定する特

定法人である内国法人は、第１項の規

定により、納税申告書により行うこと

とされている法人の市民税の申告に

ついては、同項の規定にかかわらず、

同条第42項及び施行規則で定めると

ころにより、納税申告書に記載すべき

ものとされている事項（次項において

「申告書記載事項」という。）を、法

第762条第１号に規定する地方税関係



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （個人の市民税の所得割の非課税の範

囲等） 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課

すべき者のうち、その者の前年の所得

について第33条の規定により算定し

た総所得金額、退職所得金額及び山林

所得金額の合計額が、35万円にその者

の控除対象配偶者及び扶養親族の数

に１を加えた数を乗じて得た金額 

          （その者が控除

対象配偶者又は扶養親族を有する場

合には、当該金額に32万円を加算した

金額）以下である者に対しては、第 

23条第１項の規定にかかわらず、所得

割（分離課税に係る所得割を除く。）

を課さない。 

２、３（略） 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例

で定める割合） 

第10条の２（略） 

２～15（略） 

16 法附則第15条第44項に規定する市

町村の条例で定める割合は３分の１

とする。 

17 法附則第15条第45項に規定する市

手続用電子情報処理組織を使用し、か

つ、地方税共同機構（第12項において

「機構」という。）を経由して行う方

法その他施行規則で定める方法によ

り市長に提供することにより、行わな

ければならない。 

11 前項の規定により行われた同項の

申告については、申告書記載事項が記

載された納税申告書により行われた

ものとみなして、この条例又はこれに

基づく規則の規定を適用する。 

12 第10項の規定により行われた同項

の申告は、法第762条第１号の機構の

使用に係る電子計算機（入出力装置を

含む。）に備えられたファイルへの記

録がされた時に同項に規定する市長

に到達したものとみなす。 

   附 則 

 （個人の市民税の所得割の非課税の範

囲等） 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課

すべき者のうち、その者の前年の所得

について第33条の規定により算定し

た総所得金額、退職所得金額及び山林

所得金額の合計額が、35万円にその者

の控除対象配偶者及び扶養親族の数

に１を加えた数を乗じて得た金額に 

10万円を加算した金額（その者が控除

対象配偶者又は扶養親族を有する場

合には、当該金額に32万円を加算した

金額）以下である者に対しては、第 

23条第１項の規定にかかわらず、所得

割（分離課税に係る所得割を除く。）

を課さない。 

２、３（略） 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例

で定める割合） 

第10条の２（略） 

２～15（略） 

16 法附則第15条第43項に規定する市

町村の条例で定める割合は３分の１

とする。 

17 法附則第15条第44項に規定する市



 

 

町村の条例で定める割合は３分の２

とする。 

18 法附則第15条第47項に規定する市

町村の条例で定める割合は零とする。 

19（略） 

 （優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る市民税の課税の特例） 

第17条の２（略） 

２（略） 

３ 第１項（前項において準用する場合

を含む。）の場合において、所得割の

納税義務者が、その有する土地等につ

き、租税特別措置法第33条から第33条

の４まで、第34条から第35条の２ま

で、第36条の２、第36条の５、第37条、

第37条の４から第37条の７まで、第 

37条の９の４又は第37条の９の５の

規定の適用を受けるときは、当該土地

等の譲渡は、第１項に規定する優良住

宅地等のための譲渡又は前項に規定

する確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡に該当しないものとみなす。 

町村の条例で定める割合は３分の２

とする。 

18 法附則第15条第46項に規定する市

町村の条例で定める割合は零とする。 

19（略） 

 （優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る市民税の課税の特例） 

第17条の２（略） 

２（略） 

３ 第１項（前項において準用する場合

を含む。）の場合において、所得割の

納税義務者が、その有する土地等につ

き、租税特別措置法第33条から第33条

の４まで、第34条から第35条の２ま

で、第36条の２、第36条の５、第37条、

第37条の４から第37条の６まで、第 

37条の８又は第37条の９    の

規定の適用を受けるときは、当該土地

等の譲渡は、第１項に規定する優良住

宅地等のための譲渡又は前項に規定

する確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡に該当しないものとみなす。 

 


